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佐世保市総合医療センターへの保険に関する問い合わせ方法の変更について

日頃より会務にご理解、ご協力頂き誠にありがとうございます。

令和 2年 1月 6日（月）より、佐世保市総合医療センターへの保険に関する問い合わせ方法を変更致

します。また、広域病院への問いあわせ方法について、あらためてご案内致します。

今後もスムーズな連携が行われますように、ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

記

１．（変更）佐世保市総合医療センターへの保険に関する問い合わせについて

FAXコーナーへ FAX 医事係（FAX：0956-24-1865）へ FAX

  ＊問い合わせ票の書式を変更します。

   （別紙１）

注意）保険以外に関すること（処方内容の疑義）は、従来通りに各診療科へ直接 TELして確認

した後に、連絡票にて薬剤部に事後報告してください。

2．（再案内）広域病院への問いあわせ方法について

連絡票の送付先を変更しましたが、いまだに FAXコーナーへ送付している事例があります。

保険薬局から FAXコーナーへ送付する書式はありませんので、お間違えのないようにご注意くださ

い。広域病院の問いあわせ一覧を別紙２にまとめましたので、ご確認をお願い致します。

※ 佐世保市薬剤師会ホームページの広域病院情報も更新しています。

                                         以上

現状 変更後（R2 1/6～）






